
殿

１．新規許可又 ２．一般建設業の許可のみ→ ３．有資格区分等 ４．技術者の ５．技術者の削除
　　は許可換え 　　特定建設業の許可を申請 　　の変更 　　追加

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

解

解

北海道知事

０

許可（

解

解

（１）　国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

平成　　　年　　　月　　　日

申請者

項 番

様式第十一号の二（第四条、第十条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

届出者 印北海道知事

７０

3

７ １

知事
コード

振興局
コード

区 分

3

許 可 番 号 ７ ２
般

－ ）第 年 日
特

号 平成 月

記

項 番 フリガナ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ 生年月日 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
今後担当できる建設工事
の種類（建設業法第15条
第 ２ 号 ロ 又は ハ関 係）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４

既提出の一覧表における
建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５
13 15

６ ７ ８
3 5 7 9 11 17

有 資 格 区 分 ７ ５

フリガナ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ 生年月日 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
今後担当できる建設工事
の種類（建設業法第15条
第 ２ 号 ロ 又は ハ関 係）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４

既提出の一覧表における
建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ７ ５

フリガナ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ 生年月日 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
今後担当できる建設工事
の種類（建設業法第15条
第 ２ 号 ロ 又は ハ関 係）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４

既提出の一覧表における
建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ７ ５

フリガナ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ 生年月日 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
今後担当できる建設工事
の種類（建設業法第15条
第 ２ 号 ロ 又は ハ関 係）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４

既提出の一覧表における
建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５
15

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 17

有 資 格 区 分 ７ ５
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